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西柴団地自治会地区建築協定運営規則 

（目的） 

第１条 この規則は西柴団地自治会地区建築協定（以下「協定」という）の運営に関する

必要事項を定め、その運営を円滑に行うことを目的とする。 

 

（運営委員会） 

第２条 協定第 7 条に基づく建築協定運営委員会（以下「委員会」という）の招集は必要

に応じ、委員長が行う。委員会の成立は、委員の２分の１以上の出席による。 

 

（役員および委員の選出） 

第３条 委員会の役員および委員は協定加入者の中から協定第７条２項以降の定めにより

選出し、本部会の承認を得て決定する。 

２．委員は自治会各ブロックから１名以上選出することを原則とする。 

３．顧問または相談役は建築および不動産に関する知識・経験を有するものとする。 

 

（委員会の業務） 

第４条 委員会は協定に関する次の事項を処理する。 

（１）協定の第９条、第１０条、第１１条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条、

第１７条に関わる事項 

（２）その他協定の運営に関わる事項 

  ①協定運用の公平性・一貫性を保つための協定の判断基準の作成 

  ②基準化できない事案に関する事例集の作成 

  ③本部会への運営報告、など 

 

（議決） 

第５条 委員会の議決は、役員を含む委員の３分の２以上（委任状を含む）が出席した委

員会において、出席委員の過半数をもって決する。 

２．議決を要する案件は以下の項目とする。 

（１）建築協定に違反している建築計画に対する処置 

（２）隣接地の加入承認 

（３）運営規則および判断基準の改定 

（４）運営委員長が必要と認めた事項 

３．顧問および相談役は議決権を有しないものとする。 

 

（議事録の作成および保管） 

第６条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

２．議事録には議題、議事の経過の要領、およびその結果を記載する。 

３．委員長は議事録を保管し、利害関係人から請求があった時は、これを閲覧させなけれ
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ばならない。 

 

（協定加入者データの作成、保管、更新） 

第７条 委員会は協定加入者データをデジタル情報および紙情報の形態で作成し、安全に

保管しなければならない。また、その情報の閲覧および使用は限られた関係者に限定し、

情報の漏洩を防止する対策を取らねばならない。 

２．地権者およびその土地の権利等に関する記録内容に変更が生じた場合、届出に基づき

協定加入者データを更新しなければならない。 

 

（土地の所有者等変更の届出） 

第８条 協定第１２条に基づく届出は所定の様式によるものとする。 

２．委員会は前項の届出を受理し、これを記録する。 

 

（建築計画の事前届出） 

第９条 協定第１３条に基づく事前届出は所定の様式により、２部提出するものとする。 

２．前項の届け出は工事前に行わなければならない。 

３．第１項の届け出を受理した委員会は、協定第６条の建築物に関する基準に照らし内容

の確認を行い、１５日以内を目処に適否を届出者に通知する。 

４．届出は１部を届出者に返却し、１部を委員会が保管する。 

 

（用途の承認） 

第１０条 協定に具体的に示した用途以外の建築物の必要性が生じた場合は、委員会が発

議し本部会の承認を得るものとする。 

 

（判断基準） 

第１１条 協定の判断基準は、改定も含め本部会の承認を得るものとする。 

（委任） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、委員会の事務執行、その他運営に必要な事項は

委員会の承認を得て委員長が定める。 

 

（規則の変更） 

第１３条 この規則を変更するときは本部会の承認を得るものとする。 

 

（協定加入者情報の取り扱い） 

第１４条 委員会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、協定の運営におい

て個人情報の保護に努めるものとする。 

２．委員会における個人情報の管理者は、委員長とする。 

３．委員会における個人情報の取扱者は、役員とする。 

４．個人情報の管理者・取扱者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知
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らせ、又は不当な目的に使用しない。その職を退いた後も、同様とする。 

５．委員会は、行政から提供を受けた地権者リスト、協定加入者から受理した協定書・土

地の所有者等変更の届出・建築物の（新築・増築・改築・用途の変更）に関する通知書お

よび添付図書・加入届により、個人情報を取得する。 

６．取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。 

（１）協定運営の円滑化 

（２）協定区域図の作成 

７．個人情報は、西柴団地自治会館内の施錠できるところで保管し適正に管理する。不要

となった個人情報は委員長立会いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。 

８．個人情報は、国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める

事務を遂行することに対して協力する必要がある場合を除き、第三者に提供しない。 

９．取扱者は、個人情報を漏えい、滅失、き損等の事案の発生又はその兆候を把握した場

合は、管理者に連絡する。この場合において管理者は、事実および原因の確認、被害拡大

の防止、影響を受ける本人への連絡、再発防止等の対応を行う。 

１０．委員会における個人情報の苦情相談窓口は副委員長とする。 

 

（施行期日） 

この規則は委員会設立の日（平成 28年 11月 5日）より実施する。 

 

平成 29年４月 8日 一部改定 

平成 29年 9月 16日 一部改定 


